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命 令 書

再審査申立人 全日本建設運輸連帯労働組合東海地区生コン支部

再審査被申立人 小嶋工業株式会社

主 文

本件再審査申立てを棄却する。

理 由

第１ 事案の概要

１ 本件は、小嶋工業株式会社（以下「会社」という ）の次の行為が、労。

働組合法（以下「労組法」という ）第７条の不当労働行為に該当すると。

して、平成１７年１２月８日（以下、平成の元号は省略する 、全日本。）

建設運輸連帯労働組合東海地区生コン支部（以下「組合」という ）が愛。
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知県労働委員会（以下「愛知県労委」という ）に救済申立てを行った事。

案である。

(1) １６年２月１５日に組合のＡ組合員が定年退職したことに伴い、組合

欠員補充に関する合意事項（以下「優先雇用協定」という ）が記が、 。

組合が推薦する者を雇載されている９年３月１８日付け確認書に基づき

用するよう１６年３月１８日、同年１２月２１日及び１７年６月２０日

に 。申し入れたが、これに応じなかったこと

(2) 組合に対し、１７年８月１１日付けで、９年３月１８日付け確認書の

解約を通知したこと（本件においては優先雇用協定の解約を通知したこ

、 「 」 。）。とが問題となっているので 以下 優先雇用協定の解約通知 という

(3) １７年６月２０日に行われた欠員補充を議題とする団体交渉において

交渉を打ち切ったこと。

(4) １７年１０月２６日に組合が申し入れた、１８年１月１５日付けで定

年退職となる組合のＢ分会長の再雇用要求に 。応じなかったこと

２ 請求する救済内容の要旨

(1) 優先雇用協定の解約通知の取消し

(2) 欠員補充要求に関する誠実団体交渉応諾

(3) Ｂ分会長の再雇用

(4) 謝罪文の掲示

３ 初審愛知県労委は、１９年１１月２６日付けで、会社に対し、１７年６

月２０日の団体交渉における対応は労組法７条２号の不当労働行為に該当

、 、 。するとして この点に関する文書交付を命じ その余の申立てを棄却した

４ 組合は、これを不服として、初審命令の取消し及び上記２の救済を求め

て、１９年１２月１２日に再審査を申し立てた。

第２ 争点
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１ 組合が、組合員の定年退職に伴い、９年３月１８日付け確認書に基づい

て組合が推薦する者を雇用するよう１６年３月１８日、同年１２月２１日

及び１７年６月２０日に求めたのに対し、会社が拒否したことは労組法７

条３号の不当労働行為に該当するか。

２ 上記確認書について、会社が１７年８月１１日付け書面で優先雇用協定

の解約通知をしたことは労組法７条３号の不当労働行為に該当するか。

３ １７年６月２０日の団体交渉において、会社が交渉を打ち切ったことは

労組法７条２号の不当労働行為に該当するか。

４ １７年１０月２６日に、組合が１８年１月１５日付けで定年退職となる

組合のＢ分会長の再雇用を求めたのに対し、会社が拒否したことは労組法

７条１号の不当労働行為に該当するか。

第３ 当事者の主張の要旨

１ 再審査申立人（組合）の主張

(1) 優先雇用協定に基づく欠員補充に応じなかったことについて

ア 初審は、優先雇用協定の効力に関する労使間の認識は締結当初から

食い違っていた、会社は当初から３年で失効すると認識していた、そ

の認識は一貫していたと判断しているが、この事実認定と判断は誤り

である。

初審がこうした判断の根拠としたのは、９年３月に優先雇用協定を

締結した直後、会社側団体交渉担当者の１人であるＣ工場長が取引先

に対して３年間は有効なので我慢しなければならないと話していたと

する、Ｄ取締役の陳述書（乙１４）と同人の証言（初審第４回審問）

である。しかし、この点に関するＤ取締役の陳述書も証言も事実に反

している。会社が優先雇用協定を締結した当時から、労使協定は３年

を超えれば無効になると認識していた事実もなければ、Ｃ工場長が前



- -4

掲のような発言をした事実もない。

イ しかも、労使協定の有効期限は３年で、３年を経過すると失効とす

るという論理（３年失効論）を主張して組合の人員補充要求をかわそ

うと発案したのは、Ｃ工場長ではなくＤ取締役自身であったし、優先

雇用協定をめぐる組合との団体交渉で、毎年の春闘で確認していたこ

ともあって協定は引き続き効力を持っていると、Ｄ取締役自身が確認

していたのである。

すなわち、１３年９月２０日の団体交渉で、３年失効論が正しいと

仮定しても、組合は毎年の春闘交渉で中央統一要求に掲載された各条

項の諾否の回答を求める中で、優先雇用協定と同一の条項についても

会社の態度を確認していたことをＣ工場長は認めていたのである。ま

た、１４年８月２６日の団体交渉で、Ｄ取締役は、組合から実際の労

使関係の経緯を説明された結果、自ら提唱した３年失効論が通用しな

いことを知り、優先雇用協定は依然として有効であると認めるに至っ

たのである。

ウ 以上のとおりであるから、会社が優先雇用協定を履行せず、無視し

続けたあげくにこれを最終的に解約したこと、また、Ａ組合員の定年

退職後の人員補充を拒否したことは、職場における組合の影響力を弱

め、排除したいという組合嫌悪に基づく労組法７条３号の不当労働行

為であることは明らかである。

(2) 優先雇用協定の解約通知をしたことについて

優先雇用協定の解約通知も、初審判断のように「念のため行ったとみ

るのが相当」なのではなく、組合員の欠員補充を拒む一方で多数の日雇

いアルバイトを就労させている現状を愛知県労委に指摘された以上、労

働協約解約の法的手続を取らずにいると、半年後に迫ったＢ分会長の定

年退職に伴う欠員補充要求や再雇用要求をかわせないと考えたからであ
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って、これも、組合員を根絶やしにしたいとの組合嫌悪に基づく労組法

７条３号の不当労働行為である。

(3) １７年６月２０日の団体交渉について

会社は、協定の効力の是非はともかくアルバイト運転手を多数採用し

ているのだから組合の要求する欠員補充について具体的に交渉してはど

うかと愛知県労委から働きかけられたが、その団体交渉を「ワシの目の

黒いうちは人員補充はしない 」と一方的に打ち切った。これは労組法。

７条２号の不当労働行為であり、この点に関する初審命令の救済方法は

不十分である。

(4) Ｂ分会長の再雇用拒否について

初審は、Ｂ分会長を再雇用しなかったことは、同人が特に不利益な取

扱いを受けたものとは判断できないとしているが、全くの誤りである。

Ｂ分会長の再雇用拒否には正当な理由がない。第１に、Ｂ分会長以前に

も以後にも定年後に再雇用を申し出た運転手はＢ分会長以外にいない。

再雇用の実績がこれまでないからＢ分会長の再雇用申し出を拒否しても

当然だということにはならない。実質的に同一会社というべきエイ・テ

ィー・アイの運転手や、違法なアルバイト運転手は６０歳を超えている

のに、Ｂ分会長についてだけは再雇用という形式で６０歳以後の就労を

拒否していることが組合員差別として問題なのである。第２に、会社で

は連日１０人を超す違法なアルバイト運転手が就労しており、建築不況

だから採用の余地がないとの会社の主張は失当である。第３に、Ｂ分会

長の勤務態度を会社は問題にしているが、これらはいずれも事実に基づ

かない不当な言いがかりである。

上記のとおりＢ分会長の再雇用拒否には正当な理由はなく、これは組

合員であることを理由にした労組法７条１号の不当労働行為であること

は明らかであり、また、会社が優先雇用協定を否定することで成し遂げ
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ようとした、職場からの組合排除を目的にした一連の不当労働行為の総

仕上げにあたる行為である。

２ 再審査被申立人（会社）の主張

(1) 優先雇用協定に基づく欠員補充に応じなかったことについて

ア 組合は「会社は労使協定が３年で終わりとの認識はなかった」と主

張しているが、本件で問題なのは、要は優先雇用協定が現在でも効力

を有しているか否かであるところ、仮に労使協定が期間の定めのない

ものであっても、会社が遅くとも１７年８月１１日に解約しているこ

とは疑問の余地がない以上、労使協定が効力を失っていることは明白

である。念のため付言すると、会社は極めて早い段階から労使協定が

３年経過後効力を失っている旨の見解を表明し、組合との会合等でこ

の点が話題に上るたびに効力を失っていることを繰り返し明言してい

る。このことは各証拠から明白で疑問の余地がない。

イ 組合は「春期中央統一要求の際に優先雇用協定が有効であることを

確認しており、会社側も認めている」などと主張するが、会社側が一

貫して協定の効力が失われたと主張していた事実や春闘統一要求も

「組合側が一方的に読み上げた事実」は認めているに過ぎないこと、

団体交渉の席の発言も「仮に会社側が認めていれば有効」と一般論を

展開したに過ぎないことは誰が見ても明らかである。

(2) 優先雇用協定の解約通知をしたことについて

会社が優先雇用協定につき１７年８月１１日付け書面により解約の意

思表示をしたことも支配介入に当たらない。３年の経過により失効して

いる以上念のため解約を伝えても何ら問題はないし、仮に期間の定めが

なければ当然の権利行使として解約するのはこれまた当然のことであ

る。

(3) １７年６月２０日の団体交渉について
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１７年６月２０日の団体交渉では、組合側が一方的に従前と同様の要

求をまくしたてるのみでそもそもまともな団体交渉をする意思がなく、

、 、また主張内容も平行線をたどったため 短時間で終了したのであるから

何ら不誠実な団体交渉に当たらない。

(4) Ｂ分会長の再雇用拒否について

会社はそもそも再雇用を行っていない。そして労使協定も失効してい

る。そもそもＢ分会長を再雇用するか否かについて検討する余地もなけ

。 、 、れば義務もない 昨今の建築不況 公共事業の減少は公知の事実であり

この余波を受けて会社の利益は減少し苦境にある。Ｂ分会長の勤務態度

や非協力的な姿勢はＥ証言等からも明らかである。

また、会社は再雇用などしたことがない以上、Ｂ分会長は誰かと比較

して不利益をこうむることはない。

しかも、アルバイトのかたちで勤務実態があるのは別会社であって会

社ではない。当事者でない別会社に再雇用を命ずることは法律上許され

ない。この点では再雇用を求める申立て自体が失当なのであるから、そ

の余を判断するまでもなく却下すべきである。

第４ 当委員会の認定した事実

当委員会の認定した事実は、初審命令理由「第２ 認定した事実」のう

ち、その一部を次のとおり改めるほかは、当該認定した事実と同一である

ので、これを引用する。この場合において、当該引用する部分中「本件結

審」を「本件初審結審」と 「申立人」を「組合」と 「被申立人」を「会、 、

」 、「 」 「 」 。社 と 当委員会 を 愛知県労委 とそれぞれ読み替えるものとする

１ １の(1)（初審命令書２頁、以下「初審命令書」との記載を省略する ）。

の末尾に次のとおり加える。

「分会結成当時、分会員は４名であったが、１８年１月に分会長が定年退
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職したことにより会社に在籍する組合員はいなくなった。

２ １の(2)（２頁）の末尾に改行して次のとおり加える。

「 会社は、コンクリートミキサー車等１７台を保有しており、元年ごろ

から、日々雇用等の運転手が採用されるようになり、１６年２月時点に

おける会社の正社員運転手は分会員である２名のみであった。

３ ２の(2)（３頁）の末尾に改行して次のとおり加える。

「 なお、上記の取引先の建設会社の担当者とは、９年当時同社に勤務し

ていたＤである。同人は、その後会社に取締役として採用され、下記３

の(4)のとおり１４年８月から組合と会社の団体交渉に会社側の交渉担

当者として出席するようになったものである。

４ ３の(1)（４頁）を次のとおり改める。

「(1) １２年１２月１３日、団体交渉が開催され、組合は、会社に対し、

雇用期間満了前の同年１０月１６日付けで退職したＦ書記長に係る欠

員補充を行うよう要求した。その際、同年８月からＧ常務に替わり会

社側交渉担当者となっていたＣ工場長が優先雇用協定は３年で失効し

た旨発言したところ、組合は協定を締結した当事の交渉担当者である

Ｇ常務を出席させるよう要求した。

これに対し、会社は、Ｇ常務名の同年１２月２２日付け文書で、優

先雇用協定について「公共工事の激減で当社に限らず生コン出荷量は

大幅に減少しており採用はおろかリストラを行いたいのが現実であり

ます。従って当面採用は考えられず現社員の雇用確保をすることで精

一杯であります。万一忙しい時は日々アルバイトで切り抜けるしかあ

。」りませんので確認書の更新は取り止めていただく様お願い致します

と回答した。

５ ３の(3)（５頁）の末尾に次のとおり加える。

「この「雇用の確保について」の要求は、分会結成後初めての春闘時（元
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年）から１８年の春闘時に至るまで各年の中央統一要求書に同様に記載さ

れていた。

６ ３の(3)（５頁）の次に(4)及び(5)として次を加える。

「(4) １４年８月２６日、組合側はＢ分会長、Ｈ執行委員長外２名が、

会社側はＣ工場長、Ｄ取締役外１名が出席して、優先雇用協定を議題

とする団体交渉が開催された。

優先雇用協定の効力について、Ｃ工場長が 「会社は３年間過ぎた、

ので、無効の考えで回答を出したはずだ 」と述べたのに対し、組合。

、 。 、は 確認書には期限の定めがないのだから有効である旨述べた また

Ｈ執行委員長は、毎年春闘において、優先雇用協定に関する要求を含

んだ中央統一要求書を読み上げて確認を取っている旨述べ、これに対

し、Ｄ取締役は、確認されていることが事実であれば有効である旨述

べた。

(5) 組合は、１５年２月２４日付けで会社に対し、１５年の春闘統一要

求書を提出した。同要求書には従前どおり優先雇用協定に関する要求

項目が記載されていた。Ｄ取締役は、各要求項目に対する会社の回答

をメモして団体交渉に臨んだが、同要求書が読み上げられることはな

くベースアップについての交渉が行われたため、各要求項目に対する

回答は行わなかった。

７ ４の(2)（５頁）の第２段落を次のとおり改める。

「 組合は、その後、同年７月２１日付け文書により、引き続きＡの欠員

補充を要求したが、会社は同月２７日付け文書により、組合の要求につ

いて、①１２年１２月２２日付けで優先雇用協定の更新は取りやめても

らいたい旨の通知をしており、この件の再確認はないものと考える、②

特別の事由がない限り従業員の採用はないが、臨時的に必要な場合は日

々雇用することもある、③優先雇用協定について幾多の疑問点があるた
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め愛知県労委に見解を求めたい旨回答した 」。

８ ５の(3)（６頁）を(4)とし、(2)の次に(3)として次のとおり加える。

「(3) １７年３月１５日付けで、組合は、優先雇用協定に関する要求項

目を含んだ１７年春闘中央統一要求書を提出した。これに対し、会社

は、同年４月８日付けで、上記要求書の各項目ごとに会社の見解を記

載した回答書を提出した。なお 「雇用の確保」については 「会社、 、

としては排ガス規制から現車輌の運行が不可となることも考慮すれば

採用は誠に無責任と考えます。又、仕事量もピーク時と比して半減し

フルタイムの仕事も減少しており欠員が生じたとは考えておりませ

ん 」と記載されていた。。

９ ６の(1)（７頁）の第１段落を次のとおり改める。

「 、 、 、「 、会社は 組合に対し １７年８月１１日付けで 優先雇用協定の件

１２年１２月２２日付にて９年３月１８日付確認書に付、協定は更新を

取り止める様に申し出ていますが改めて、この書面にて解約を申し入れ

ます 」と記載した文書を、代表取締役の記名押印の上、内容証明郵便。

で送付した 」。

１０ ７の(1)（７頁）の第１段落を次のとおり改める。

「 １７年１０月２６日に開催された団体交渉において、組合が、１８年

１月１５日に定年退職するＢ分会長の再雇用を求めたところ、会社は、

再雇用は予定していない旨回答した。これに対し、組合は、日々雇用と

しての採用を求めたところ、会社は、検討して後日回答するとした。

１７年１１月１８日、会社は、Ｂ分会長に対し、日々雇用について検

討したが雇用しないこととした旨の「定年退職後の日々雇用について」

と題する文書を交付した。

１１ ７の(2)（８頁）の第２段落を削り、第１段落の末尾に次のとおり加え

る。
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「 、有限会社エイ・ティー・アイは１１年４月１６日に設立されたセメント

砕石、生コンクリート等建設資材の販売を業とする会社で、株式会社ケイ

・ディ・ケイは昭和４２年２月１５日に設立され、建築・土木工事請負等

を業とする会社である。

なお、上記運搬業務に当たっていた有限会社エイ・ティー・アイの運転

手のうち３名は、いずれも会社の従業員であったが、昭和５９年に会社を

退職して有限会社エイ・ティー・アイの前身の会社に入社し、１４年ない

し１６年にそれぞれ６０歳に達したものである。また、株式会社ケイ・デ

ィ・ケイの従業員で会社の従業員であった者はいない。

また、会社に日々雇用等の形態で雇用される運転手のほとんどの者は

６０歳以上の年齢であったが、会社の従業員であった者はいない。

第５ 当委員会の判断

１ 争点１（組合が、組合員の定年退職に伴い、９年３月１８日付け確認書

に基づいて組合が推薦する者を雇用するよう１６年３月１８日、同年１２

月２１日及び１７年６月２０日に求めたのに対し、会社が拒否したことは

労組法７条３号の不当労働行為に該当するか ）について。

組合は、会社が一貫してＡの欠員補充に応じていないことをもって不当

労働行為に該当しないとした初審判断を不服として、①初審判断は、優先

雇用協定の効力に関する労使間の認識は当初から食い違っており、会社は

当初から３年で失効と認識していたとするが、それは誤りである旨、②毎

年の春闘交渉の団体交渉において、優先雇用協定は引き続き効力を持って

いると確認してきた旨主張する（前記第３の１(1) 。）

(1) そこで、上記①の優先雇用協定の有効期間等に関する組合の主張につ

いて検討する。

ア 優先雇用協定締結からＡの欠員補充要求に至るまでの間の同協定を
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めぐる労使交渉の経緯等についてみると、①９年３月１８日の団体交

渉において、会社と組合らとの間で「会社は職場に欠員が生じた時に

はただちに正社員の補充を図り、採用に当たっては当組合の推薦する

労働者を優先雇用する」との合意事項（優先雇用協定）を記載した確

認書が取り交わされたこと（初審認定事実第２の２(1) 、②１２年）

１２月１３日の団体交渉において、組合はＦ書記長に係る欠員補充を

要求したのに対し、会社は優先雇用協定は３年で失効した旨発言した

こと、その後の１２月２２日付けで、会社は確認書の更新は取り止め

るようお願いする旨回答したこと（同３(1) 、③１３年１月１５日）

の団体交渉において、組合の再度の欠員補充要求に対し、会社は応じ

られない旨回答したこと（同３(2) 、④１３年９月２０日の団体交）

渉において、優先雇用協定について、会社は３年間の有効期限を過ぎ

ており無効である旨主張し、組合は春闘時に中央統一要求書を読み上

げて確認を取っており有効である旨主張したとする議事録を作成した

こと（同３(3) 、⑤１４年８月２６日の団体交渉において、組合は、）

再度、優先雇用協定について有効である旨主張し、会社は無効である

旨主張したこと（同３(4)）が認められる。

上記各事実によれば、９年３月１８日の団体交渉において取り交わ

された確認書には優先雇用協定の有効期間についての記載はないもの

の、１２年１２月１３日の団体交渉以降、組合と会社の間で優先雇用

協定の効力や有効期間について、組合は「春闘時に中央統一要求書を

読み上げて確認をとっており有効である」とし、会社は「３年間の有

効期限を過ぎているから無効である」として、労使双方の主張は対立

しており平行線をたどっていたということができる。

イ 組合は、会社が優先雇用協定を締結した当時から労使協定は３年を

超えれば無効になると認識していた事実はないとして、Ｃ工場長が優
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先雇用協定は３年間有効である旨取引先の担当者に話したとする初審

認定事実は誤りである旨主張する （前記第３の１(1)ア）。

、 、 （ ）しかしながら Ｄ取締役は 初審において提出した陳述書 乙１４

において「優先雇用協定が９年３月の団体交渉で決まった直後、Ｃ氏

が私が勤務していた会社を訪れて『当社のＧがとんでもないことをし

でかしてくれた。約束した以上は３年間我慢せざるを得ない』と教え

てくれた 」と述べており、初審第４回審問においても、Ｃ工場長と。

の９年３月当時のやり取りについて、その内容や時間帯等を具体的に

証言しており、これらの書証・証言は十分に信用できるものである。

他方、再審査において組合はＣ工場長の陳述書を提出し、その中で

同工場長は 「１２年以前には、優先雇用協定には期限があるなどと、

いうことは、団交責任者の私を含めて会社として考えたことは全くあ

りませんでした 」と述べているものの、これは再審査の段階ではじ。

めて提出されたものであること、また本件で争いとなっているＣ工場

長が優先雇用協定は３年間有効である旨取引先の担当者に話したとす

る初審認定事実については言及も否定もしていないこと、さらに、同

工場長が優先雇用協定はどの時点から失効したと認識していたかにつ

いても言及はないこと等から、同工場長の上記の陳述は信用できるも

のではない。

したがって、９年３月１８日の団体交渉後、Ｃ工場長が優先雇用協

定は３年間有効である旨取引先の担当者に話したとする初審認定事実

に誤りはなく、この点に関する初審判断は誤りであることを前提とす

る組合の上記主張①は採用できない。

(2) 次に、上記②の春闘時に優先雇用協定の効力存続の確認をしてきたと

の組合の主張について検討する。

本件労使間における春闘交渉の経緯等についてみると、上記(1)アに
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摘示したとおり、１３年９月２０日の団体交渉において、優先雇用協定

について、会社は３年間の有効期限を過ぎており無効である旨主張し、

組合は中央統一要求書を読み上げて確認しており有効である旨主張した

とする議事録を作成していること、１４年８月２６日の団体交渉におい

ても同様に、組合は有効である旨主張し、会社は無効である旨主張した

ことが認められる。上記の中央統一要求書は組合の上部団体である連帯

労組の統一的な要求項目が記載された文書で 「雇用の確保について」、

と題する要求についても、組合と会社が確認書を取り交わした９年以前

の元年から１８年の春闘まで同一の記載があったこと（初審認定事実第

２の３(3) 、その後の１５年の春闘時においては組合は統一要求書を）

読み上げてもおらず（同３(5) 、１６年の春闘時において会社は優先）

雇用協定は失効したとしてＡの欠員補充に応じない旨回答したこと（同

４(2)）からすると、毎年の春闘時に組合が統一要求書の「雇用の確保

について」との条項を読み上げてきたからといって、優先雇用協定の内

容が更新され、効力が存続していると評価することはできない。

なお １３年９月２０日の団体交渉の議事録には Ｃ工場長による 口、 、 「

頭であるが確認をとっている」との記載があるが（同３(3) 、この議）

事録は会社側と組合側の双方の主張を併記して確認したものであるか

ら、これをもって優先雇用協定の内容の更新と効力の存続を確認したと

はいえない。また、１４年８月２６日の団体交渉において、Ｄ取締役が

春闘時に確認されていることが事実であれば有効である旨述べている

（同３(4)）が、この発言は優先雇用協定自体が継続的に有効であるこ

とを確認する趣旨の発言とはいえない。

したがって、優先雇用協定が効力を持っていることは毎年の春闘で確

認してきたとする組合の上記②の主張は採用できない。

(3) そこで本件の不当労働行為の成否について検討する。
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会社は、１６年３月１８日の団体交渉において、組合のＡの欠員補充

の要求に対して、優先雇用協定は締結後３年を経過したことにより失効

したとして、これに応じず、また同年１２月１３日及び２１日の会社と

組合のＡの欠員補充についての話合いにおいても、会社はこれに応じら

れないと回答し、１７年６月２０日の団体交渉においても、会社はＡの

（ 、 ）。欠員補充要求に応じなかった 初審認定事実第２の４(2) 同５(2)(4)

他方、９年３月１８日の優先雇用協定が締結された団体交渉後にＣ工

場長が同協定は３年間有効である旨取引先の担当者（その後会社に採用

されたＤ取締役）に話したこと（同２(2) 、優先雇用協定に基づいて）

１年の期間で雇用されたＦ書記長については、１０年、１１年と２度に

わたって契約を更新してきたところ、優先雇用協定締結から3年を経過

した後に、同人が雇用期間満了前に退職した際には、正社員の補充をす

るための措置などを行っていないこと（同２(3)、３(1) 、会社は１２）

年１２月１３日の団体交渉以降、一貫して優先雇用協定は失効したと主

張していること（同３(2)～(4) 、会社は１２年１２月、１６年３月及）

び１７年３月に出荷量の減少等を理由に従業員の採用は難しい旨通知し

ており（同３(1)、４(2)、５(3) 、実際に正社員を採用していないこ）

と（同１(2)）を併せ考えると、本件において会社が１６年３月１８日

の団体交渉及びその後の話合い等においてＡの欠員補充の要求に応じな

かった主な理由は、労働協約の期間に関する法的理解の当否はともかく

として、優先雇用協定は９年３月１８日から既に３年以上の期間が経過

していることにより失効しているとの認識があったことによると解する

のが相当である。

、 、上記判断のとおりであるから Ａの欠員補充を拒否した会社の対応は

主に優先雇用協定は有効期間の経過により失効したとの認識に基づいて

行われたとみるべきであり、また、実際にＡの退職後、会社は正社員を
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採用していないことにかんがみると、会社が優先雇用協定に基づく欠員

補充をしなかったことが組合の弱体化を企図して行われたものと言うこ

とはできず、この会社の対応をもって組合に対する支配介入であると評

価することはできない。

したがって、会社がＡの欠員補充に応じなかったことは不当労働行為

に該当しないとした初審判断は相当である。

２ 争点２（９年３月１８日付け確認書について、会社が１７年８月１１日

付け書面で優先雇用協定の解約通知をしたことは労組法７条３号の不当労

働行為に該当するか ）について。

組合は、優先雇用協定の解約を通知したことをもって不当労働行為に該

当しないとした初審判断を不服として、この解約通知は、初審判断のよう

に「念のために行われた」ものではなく、組合員を根絶やしにしたいとの

組合嫌悪に基づく不当労働行為であり、これを機会に職場における組合の

（ ）。影響力を排除しようと意図したものである旨主張する 前記第３の１(2)

しかし、上記１(1)アに判断したとおり、優先雇用協定をめぐる従前の

労使交渉の経緯を見ると、この協定の有効期間に関する労使の主張は従前

から対立し平行線をたどっていたということができる。さらに、１７年３

月１５日付けの春闘統一要求書の「雇用の確保」の要求について、会社は

これに応じていないこと（初審認定事実第２の５(3) 、１７年６月２０）

日の団体交渉においても、優先雇用協定が３年で失効するとの会社の考え

は誤りであるなどとする組合の要求に対して、会社はこれに応ぜず交渉の

席を立ったこと（同５(4)）からみて、１７年８月当時においても、この

協定の有効期間に関する労使の主張は対立し、この先の歩み寄りは難しい

状況にあったと認められる。そして、このような状況の中で、会社は１７

年８月１１日付け文書で、１２年１２月２２日付け文書による確認書の更

新取りやめの申入れに言及した上で、改めて解約を申し入れる旨の通知を
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行っている（同６(1) 。）

以上の事実関係の下では、会社が１７年８月１１日付け文書で優先雇用

協定の解約を通知したのは、同協定は失効していることを会社として改め

て明確にすることを目的として行ったものとみるのが相当である。

なお、優先雇用協定の解約通知の約２か月前に行われた１７年６月２０

日の団体交渉において、会社は欠員補充に関する話合いを１５分程度で打

ち切るなど（同５(4) 、会社の対応は不誠実なものであったが（後記３）

のとおり、これは労組法７条２号の不当労働行為に該当する 、このこ。）

とをもって優先雇用協定の解約通知自体に組合弱体化の意図があったとい

うことはできない。また、他に会社が組合弱体化の意図をもって優先雇用

協定の解約通知を行ったとする疎明はない。

したがって、会社が１７年８月１１日付け文書で優先雇用協定の解約を

通知したことは不当労働行為に該当しないとした初審判断は相当である。

３ 争点３（１７年６月２０日の団体交渉において、会社が交渉を打ち切っ

たことは労組法７条２号の不当労働行為に該当するか ）について。

前記認定によれば、１７年６月２０日の団体交渉において、組合が欠員

補充に関し正社員にこだわらない旨の提案をしたことに対し、会社は、開

始約１５分後、Ｄ取締役がＩ社長に退席を促しており、Ｉ社長も「ワシの

目の黒いうちは、人員補充しない」と発言して、団体交渉の席を立ったこ

とが認められる（初審認定事実第２の５(4) 。）

上記のとおり、組合は、Ａの欠員補充に関して、必ずしも正社員として

の採用にはこだわらないとして、譲歩の姿勢を見せている。このことを考

慮すれば、人員補充はしない旨発言して１５分程度で席を立って団体交渉

を終了させるという会社の性急な態度は、誠実に交渉する姿勢に欠けたも

のと言わざるを得ない。よって、本件団体交渉における会社の対応は不誠

実な交渉態度であったというべきであり、これを労組法７条２号の不当労
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働行為であるとする初審判断は相当である。

組合は、初審の文書交付命令では不十分であるとして、上記団体交渉の

誠実応諾命令を求めている。しかしながら、上記団体交渉の内容は、優先

雇用協定に基づく欠員補充に関するものであり、優先雇用協定については

１７年８月１１日に既に解約通知が行われており、このことは上記２で判

断したとおり不当労働行為には該当しない。よって、本件において、会社

に対して欠員補充に関する団体交渉の実施自体を命ずる必要性はなく、こ

。 、の点について文書交付命令にとどめた初審判断は相当である したがって

この点に関する組合の再審査申立てには理由がない。

４ 争点４（１７年１０月２６日に、組合が１８年１月１５日付けで定年退

職となる組合のＢ分会長の再雇用を求めたのに対し、会社が拒否したこと

は労組法７条１号の不当労働行為に該当するか ）について。

組合は、Ｂ分会長の再雇用の要求に対し会社が応じないことをもって不

当労働行為に該当しないとした初審判断を不服として、Ｂ分会長の再雇用

拒否には正当な理由はなく、これは職場からの組合排除を目的とした不当

労働行為の総仕上げである旨主張する（前記第３の１(4) 。）

(1) Ｂ分会長の再雇用拒否に至る経緯等をみると、１７年１０月２６日の

団体交渉において、組合はＢ分会長の再雇用を求めたところ、会社は、

再雇用は予定していない旨回答し、日々雇用としての採用要求について

も上記団体交渉後の同年１１月１８日に応じない旨の文書回答をしたこ

とが認められる。会社の就業規則第５４条には、定年退職者について必

要と認めた場合には再雇用することがある旨定められていたことに鑑み

ると、会社が理由を説明することなくＢ分会長の再雇用を拒否した点に

は誠実さに欠ける面がある。しかし、会社はこれまで定年退職者を再雇

用したことはなく（初審認定事実第２の７(1) 、会社に日々雇用等の）

（ ）形態で雇用される運転手で会社の従業員であった者はいない 同７(2)
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のであるから、会社がＢ分会長の再雇用に応じなかったことをもって、

同人が組合員であることを理由として不利益な取扱いをしたということ

はできない。さらに、その他に会社が組合ないしＢ分会長の組合活動等

を理由として同人の再雇用に応じなかったことを認めるに足る疎明はな

い。

(2) これに対して、組合は、関連会社の運転手や会社のアルバイト運転手

等のほとんどが６０歳以上であることを挙げ、Ｂ分会長の再雇用拒否に

は合理的理由はないと主張するので、この点について検討する。

まず、関連会社の運転手についてみると、会社の車輌を使用して運搬

業務に当たっていた有限会社エイ・ティー・アイの運転手のうち３名は

会社の元従業員であったが、いずれも昭和５９年に会社を退職して有限

会社エイ・ティー・アイにおいて６０歳を迎えたものであり、これらの

者以外に関連会社の運転手に会社の元従業員はいない。また、会社と有

限会社エイ・ティー・アイ及び株式会社ケイ・ディ・ケイはＩ社長が代

表取締役であるが、その業務内容や設立年月日も異なる別個の法人であ

り（初審認定事実第２の７(2) 、実質的に同一会社であるとの組合の）

主張を認めるに足る疎明はない。

次に、会社のアルバイト運転手等についてみると、確かに９年当時か

ら相当数の日々雇用やアルバイト運転手が業務に従事しており（同２

(3) 、そのほとんどが６０歳以上であったことが認められるが、それ）

らの者で会社の従業員であった者はいない（同７(2) 。）

以上からすると、関連会社の運転手および会社のアルバイト運転手等

は会社の定年退職者ではないから、会社の定年退職者であるＢ分会長と

同列に比較することは相当でない。そうすると、会社は、Ｂ分会長に対

して他の従業員と比較して差別的な取扱いを行ったということはできな

。 、 、い したがって アルバイト運転手等が６０歳以上であるからといって



- -20

会社の定年退職者であるＢ分会長の再雇用拒否には合理的理由はないと

の組合の主張は採用できない。

(3) 上記判断のとおり、Ｂ分会長の再雇用要求に応じなかったことは、同

人が組合員であることを理由とする不利益取扱いであるということはで

きない。

したがって、Ｂ分会長の再雇用要求に会社が応じなかったことは不当

労働行為に該当しないとした初審判断は相当である。

以上のとおりであるから、本件再審査申立てには理由がない。

よって、労組法第２５条、第２７条の１７及び第２７条の１２並びに労働委

員会規則第５５条の規定に基づき、主文のとおり命令する。

平成２０年１０月１日

中 央 労 働 委 員 会

第一部会長


